
忘れがちな
お金回りのこと。

補助金 ・年金
subsidy

ｅｔｃ．

S e r i e s 国民年金 年金の届け出忘れはありませんか？
by 市民課・各支所地域振興課　　本庁☎ 0986-76-8805　大隅☎ 099-482-5923　財部☎ 0986-72-0934

　　　　  鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（はじめに音声ガイドが応答します）

期 　日 時　間 場　所 予約先
４月  12 日（木）

午前10時～午後3時
本庁（末吉）1 階会議室 本庁  国民年金係　☎  0986-76-8805

５月  10 日（木） 大隅支所別館２階大会議室 大隅支所  市民係　☎  099-482-5923

鹿屋年金事務所による移動相談 ※相談は無料ですが予約が必要です。枠に限りがありますので、早めにご予約ください。

人生の節目ともいえる結婚や就職、退職。その節目には国民年金の種別も変更になることがあります。
20 歳以上 60 歳未満の方で、以下に該当する場合は届け出が必要となります。必要な書類などを確認の
うえ、14 日以内に届け出をお願いします。

こんなとき 変更後の被保険者の種別 届け出先

  会社員・公務員になった 第２号被保険者 勤務先

  会社員・公務員である配偶者に
  扶養されるようになった

第 3 号被保険者 配偶者の勤務先

◆自営業・学生等（第１号被保険者）の方

こんなとき 変更後の被保険者の種別 届け出先

  退職した 第１号被保険者 市役所年金窓口

  退職し、その翌日に再就職した 第２号被保険者 新しい勤務先

  会社員・公務員の方と結婚し、
  扶養されるようになった

第 3 号被保険者 配偶者の勤務先

◆会社員・公務員（第２号被保険者）の方

こんなとき 変更後の被保険者の種別 届け出先

  扶養を外れた（収入の増加や離婚等） 第１号被保険者 市役所年金窓口

  配偶者が退職して第１号被保険者
  になった

第１号被保険者 市役所年金窓口

  会社員・公務員になった 第 2 号被保険者 勤務先

◆会社員・公務員に扶養されている配偶者（第３号被保険者）の方

※変更後の種別が第１号被保険者になられる方は、市役所への届け出後、ご自身で保険料を納付してい
ただくことになります。届け出が遅れた場合でも、納付や免除申請は２年１カ月まで遡ることができます。
ただし、納付や免除申請が遅れると、万が一障害年金や遺族年金を請求することになったとき、納付要
件を満たせず受給できない場合がありますので、早めに届出をしてください。

※鹿屋市や都城市の年金事務所へ直接相談に行かれる方も、℡ 0570-05-1165 へ必ずご予約をお願いします。
　予約がない場合は、待ち時間が長くなったり、その日のうちに相談が受けられない場合があります。
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S e r i e s 税チャンネル 国民健康保険の手続きについて
by 税務課・各支所地域振興課　　本庁☎ 0986-76-8804　大隅☎ 099-482-5922　財部☎ 0986-72-0932

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
手
続
き
を

国
保
に
加
入
す
る
と
き
（
資
格
取
得
）

・
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

・
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
を
は
ず
れ
た

・
国
保
世
帯
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た

国
保
を
や
め
る
と
き
（
資
格
喪
失
）

・
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
し
た

・
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

・
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た

こ
ん
な
と
き
も
手
続
き
が
必
要
で
す

・
氏
名
や
住
所
、
世
帯
主
が
変
わ
っ
た

・
世
帯
を
分
け
た

・
複
数
の
世
帯
を
一
つ
に
し
た

・
進
学
な
ど
で
、
別
の
住
所
を
定
め
た

・
保
険
証
を
紛
失
し
た

　

以
上
が
、
手
続
き
が
必
要
な
例
で
す
。
そ
の
理

由
に
よ
っ
て
、
手
続
き
の
際
に
必
要
な
も
の
が
異

な
り
ま
す
。
国
保
の
手
続
き
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、
市
役
所
国
民
健
康
保
険
係
（
支
所
は
保

健
係
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
に
関
す
る
証
明
の
交
付
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
）

　

税
務
関
係
の
証
明
を
請
求
さ
れ
る
場
合
、
窓
口

に
来
ら
れ
る
方
の
印
鑑
と
本
人
と
確
認
で
き
る
も

の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

印
鑑
・
本
人
確
認
を
求
め
ら
れ
る
証
明

▽
納
税
証
明  

▽
所
得
証
明  

▽
課
税
証
明

▽
資
産
証
明  

▽
名
寄
、
評
価
、
公
課
証
明　

等

※
車
検
用
の
納
税
証
明
や
地
籍
図
、
土
地
台
帳
閲

覧
等
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

本
人
確
認
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
公
的

医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。

代
理
人
が
交
付
を
受
け
る
場
合

　

代
理
人
が
交
付
を
受
け
る
場
合
は
、委
任
状
（
委

任
者
の
押
印
が
あ
る
も
の
）
と
窓
口
に
来
ら
れ
る

方
の
印
鑑
・
身
元
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
法
人
等
の
証
明
の
交
付
を
受
け
る
場
合

は
、
法
人
等
の
印
鑑
と
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
印

鑑
・
身
元
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

授
業
料
減
免
等
、
公
的
扶
助
を
受
け
る
た
め
の

証
明
の
交
付
に
つ
い
て
（
お
願
い
）

　

新
年
度
に
な
り
ま
す
と
、
公
的
扶
助
等
を
受
け

る
た
め
に
、
税
務
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を
求

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
要
な
証
明
書
の

種
類
や
記
載
内
容
（
個
人
分
か
世
帯
全
員
分
か
、

所
得
の
み
か
課
税
内
容
ま
で
必
要
か
等
）
は
、
そ

の
目
的
や
提
出
先
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
証

明
書
を
申
請
さ
れ
る
際
は
、
証
明
書
の
種
類
や
記

載
内
容
が
分
か
る
も
の
（
提
出
先
よ
り
送
付
さ
れ

た
文
書
や
手
引
き
等
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。  

国
民
健
康
保
険
の
加
入
（
資
格
取
得
）
と

脱
退
（
資
格
喪
失
）
の
手
続
き
に
つ
い
て

　

３
月
か
ら
４
月
は
、
転
出
や
就
職
・
退
職
な
ど

が
最
も
多
い
時
期
で
す
。
世
帯
の
中
に
、「
就
職

し
て
社
会
保
険
に
加
入
し
た
」、「
退
職
し
て
職
場

の
健
康
保
険
を
喪
失
し
た
」
と
い
っ
た
方
が
い
る

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
脱
退
あ
る

い
は
、
国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

社
会
保
険
等
の
加
入
・
脱
退
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
職
場
の
人
事
担
当
の
方
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
ま
す
が
、
国
保
の
加
入
や
脱
退
は
、
市
役
所
国

民
健
康
保
険
係
（
支
所
は
保
健
係
）
に
自
ら
届
け

出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
険
を
取
得
し
て

も
、
国
保
の
脱
退
の
届
け
出
を
し
な
い
と
、
国
保

税
が
課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

国
保
へ
の
加
入
日
は
、
届
出
日
で
は
な
く

社
会
保
険
等
の
喪
失
日
か
ら
で
す

　

社
会
保
険
等
を
喪
失
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
社

会
保
険
等
の
喪
失
日
ま
で
遡
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
の
国
保
税
を
ま

と
め
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
納
税

困
難
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

逆
に
脱
退
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で

の
期
間
が
納
め
過
ぎ
と
な
り
還
付
に
な
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
正
し
い
課
税
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

早
め
の
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
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